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ブラウン管用ガラスに関する韓国公正取引委員会の決定について 

 

 韓国公正取引委員会は、2011 年 12 月 11 日、当社に対しブラウン管用ガラスの販売について独

占禁止法違反があったとして、３，７１２百万ウォン（約２．５億円）の課徴金を課す決定をし

たと発表しましたので、お知らせします。 

 

 当社は、未だ正式な最終決定通知を受領しておらず、受領次第、内容を精査して対応を検討す

る予定です。 
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